
2章　協力戦略の立案

本文中の参照事例は、調査研究 ｢事業マネジメントのあり方｣ 研究会での事業関係者の報告
内容をもとにまとめたものです。各事例の概要については、巻末の参考資料 2を参考にしてく
ださい。

2 - 1　あるべき姿の把握 



Ⅰ
部 

2
章

2 - 2　現状の把握 

2 - 2 - 1　現状把握の手段

（1）途上国の開発政策・戦略の活用

（2）他援助機関の協力戦略等の活用



（3）協力対象国・セクターに関するその他の既存情報の活用

（4）現場経験の活用

　事例 1：JICAの事業経験が戦略形成に貢献した例

◆バングラデシュ国　（ドナーグループの一員として相手国政府とともにプログラム実施）
バングラデシュでは、初等教育を対象とするサブセクターワイドアプローチとして、
Primary Education Development ProgramⅡ（2004 － 2009 年）（PEDPⅡ）と呼ばれ
る 5ヵ年計画が実施されています。これは同国政府と 11ドナーにより実施中の計画で、日本
も計画策定段階から話し合いに参加しています。具体的なプログラムへの日本の参加分野とし
ては、日本に比較優位があると思われる「理数科教育」と「教員研修」を選定しています。技
術協力プロジェクト（以下、技プロ)を中心とした「初等教育内容向上プログラム」を構成し、
技プロと青年海外協力隊（Japan Overseas Cooperation Volunteers: JOCV）との連携に
よる教室レベルの授業改善の取り組みを行なうとともに、この成果や教訓を初等教育アドバイ
ザーを通じて国家レベルの教育の質の改善に貢献させるという効果的な方法をとっています。

◆タンザニア国　（相手国政府セクタープログラム本体推進型）
タンザニアでは、2001 年に農業セクター開発戦略（ASDS）が策定され、2006 年から農
業セクター開発プログラム（ASDP）がタンザニア政府と、日本を含む５つのドナーによるバ
スケットファンドを財源として実施されています。JICAは長年、農業技術者訓練、灌漑・稲
作支援など、農業セクターに関する様々な支援を行ってきました。その経験と実績を生かして
ASDPの策定にも積極的に関与しており、2003 年からは「農業セクタープログラム」の実施
を支援してきました。また、2007 年度からはASDPへの貢献を明確化した「農業セクター開
発支援プログラム」を実施しています。このプログラムは「セクタープロセス支援サブプログ
ラム」、「農業セクター地方行政人材育成サブプログラム」、「灌漑・稲作支援サブプログラム」
からなり、様々なスキームを組み合わせることにより、バスケットファンドを補完し、ASDP
の目標達成に貢献することを目指しています。
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◆インドネシア国　（相手国政府の開発計画への支援）
日本はインドネシアに対し、1960 年代から様々な支援を南スラウェシ州で行ってきました
が、それらは計画的に包括的なプログラムを形成していたわけではありませんでした。そこ
でそれまでの経験・実績・構築された人的ネットワークなどをもとに、州レベルの戦略計画
（Renstra 2003-2008）に整合する「南スラウェシ州地域開発プログラム」が形成されました。
これは「東北インドネシア地域開発プログラム」とともに「東部インドネシア開発支援プログ
ラム」のサブプログラムと位置付けられています。南スラウェシ州地域開発プログラムは、従
来の中央政府関係機関の業務分担に応じた分野別・セクター縦割り的ではなく、特定の地域を
対象とする総合的・分野横断的なプログラムとなっています。また、プログラム形成にあたっ
ては、南スラウェシ州の計画局と計画作りの段階から協議が続けられました。その過程におい
て、徐々に相手側の意識が変わり、さらには相手側のオーナーシップの向上へとつながってい
きました。

（5）データ収集、セクター・地域分析のための調査の実施

　事例 2：セクター・地域に関する現状調査（1）

◆ガーナ国　Ghana Health Sector Situation Analysis
ガーナ保健セクターでは、協力プログラムを形成する前の段階で、在外事務所を中心に保健
セクターの包括的な調査が実施されています。ガーナ政府保健セクター担当官の協力を得て取
りまとめられており、この結果が協力プログラムのコンセプトペーパーとも言えるポジション
ペーパーにまとめられています。このように協力プログラム形成の早い段階から相手国政府を
巻き込みつつ現状調査を行なうことにより、相手国のオーナーシップを確認、あるいは醸成す
ることも期待できます。
なお各ペーパーの項目は以下のとおりとなっており、協力プログラムの開発戦略上の位置づ
けを整理し、戦略作りをする上で活用されています。
Ghana Health Sector Situational Analysis
1.　Introduction
2.　Sector Policy, Strategy, Plans and Targets
3.　Sector Organization and Management
4.　Sector Performance 1996-2005



5.　Health Resources
6.　Health Information Systems
7.　Major Development Partners in the Sector
8.　Stakeholder Perspectives 
9.　 Discussion, Conclusions and Prospects for JICA Support

 Position Paper JICA Cooperation in the Health Sector in Ghana: 2006-2009
1.　Overview of Health Sector
2.　Health Sector Policy, Strategies & Organization
3.　Development Partner Contributions to the Health Sector
4.　 Direction for JICA Assistance to the Health Sector in Ghana（2006-2009）

　事例 3：セクター・地域に関する現状調査（2）

◆タンザニア国　地方開発セクタープログラム策定支援調査
タンザニアでは、1990 年代前半より、教育や保健などの社会セクター化が進められてきま
した。2000 年 10 月に「貧困削減戦略書」(PRSP) が完成したのをきっかけに、貧困削減のた
めには経済成長の牽引役を担う農業セクターにおいてもセクタープログラムが実施されるべき
という機運が高まりました。
農業分野で積極的な二国間援助を進めてきた日本は、同分野におけるセクタープログラムの
策定を支援するドナー側の調整役を務める意志表示を行い、その支援の一環として、2001 年
3月に本調査のフェーズ1が開始されました。本調査は従来の開発調査と異なり、農業セクター
に関わる政府およびドナー間の政策策定プロセスを支援するというものでした。具体的には、1)
農村開発戦略（RDS）の策定、2）農業セクター開発戦略（ASDS）の策定、3）農業セクター
開発プログラム（ASDP）の策定および実施、4) 県農業開発計画（DADP）の策定および実
施に関する支援を行いました。
また、2005 年 11 月からは、フェーズ 2を立ち上げ、主として、ASDP実施体制の課題や

バスケット資金運営の課題の調査、モニタリング支援、これに伴う政府諸機関の能力強化のた
めの活動を行っています。調査団の活動の特長は、政府とドナーが合意したASDPの実施プ
ロセスに添っていることと、活動の成果をドナーと関係者で共有することにより、関係者間の
課題や方向性の共通認識の形成に貢献している点にあります。特に地方レベルでのASDPの
運営実態の結果を共有することで、適時的確にASDP運営に係る意思決定に貢献し、政府・
ドナー双方から高い評価を受けています。

2 - 2 - 2　キャパシティ・アセスメント
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現状を把握するための調査、分析、思考方法は他にも様々な種類があります。参考資料 1に
紹介してありますので、状況に合わせて適用、工夫する際の参考としてください。



（1）政策・制度分析

　事例 4：政策・制度分析の重要性

◆エチオピア国　アレムガナ道路建設機械訓練センタープロジェクト 2002-2006
エチオピア政府は、長期にわたる内戦によって疲弊した社会インフラの再整備のため、道路
セクターを重要分野のひとつと位置づけ、「道路整備 10ヵ年計画」を策定し、新線の整備、旧
線の保守・改修を、各種ドナーの協力を得て進めていました。本プロジェクトは、その一環と
して、道路建設・保守工事を担う技術者・技能工の不足を補うために、エチオピア道路公社（ERA）
が JICAに要請し、開始されました。
「道路整備 10ヵ年計画」の基本構想は、道路セクター開発の民間請負と、それにともなう民
間の人材育成でした。新線の整備はすでに国内外の民間企業が請け負っている一方で、旧線の
補修は ERAが行なっていました。「10ヵ年計画」では、道路の保守・補修も民間請負にして
いくという方針が謳われ、当該プロジェクトも、民間請負を前提に計画されました。
ところがプロジェクト開始早々、ERAが民間委託や民間人材育成をまったく考えていない
ことが明らかになり、日本側関係者を驚かせる事態となりました。ERAの総裁は民営化を考
えていたともいわれていますが、副総裁以下、経営陣にその意志はなく、どんなに話をしても
らちがあかない状態が、その後長く続きました。両国で合意されたプロジェクトの枠組みは民
間請負が前提条件になっているため、すでに第一歩からプロジェクトは成り立たなくなってし
まったのです。
これは、相手国の開発計画に謳われている「理想」を「事実」と読み違え、十分な政策・制
度の確認を行なわないままにプロジェクトが計画された例として、事業形成に際しての政策・
制度分析の重要性を物語っているといえます。

（2）組織分析・関係者分析
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チェックリストの活用

Box 2 - 1　関係者分析・組織分析　チェックリスト

1.　オーナーシップ
（1） 　当該関係者の当該開発課題に関する公式、非公式の立場はどのようなものか？　当該

開発課題に対する関心、ニーズはどのようなものか？　それらは組織／集団内外で共有
されているか？　その関心、ニーズはどの程度満たされているか？

（2 ）　関係者が当該開発課題の達成に何らかの役割を担っているとすれば、それはどのよう
なものか？　その認識は組織／集団内外で共有されているか？　その役割を果たすための
具体的な戦略や計画を有しているか？　その戦略や計画は誰が策定するのか？　当該開発
課題達成に関する役割はどの程度果たされているか？　それに関する内外の認識差はある
か？

（3）　そのインセンティブは当該関係者の態度変容をもたらしうるか？

2.　政策・制度環境
（1） 　政府は当該開発課題の達成にどの程度の優先度を置いているか？　そのための当該関

係者に対する政策的、制度的、財政的なバックアップはあるか？
（2）　関連政策・法規の制定年度（過去）、執行状況（現在）、見直しの可能性（未来）は？
（3）　法的な権限の確立、民営化や地方分権化など権限の変更の可能性はあるか？
　



3.　インセンティブ
（1） 　当該関係者にとって何がインセンティブになるか？　当該関係者のうちの誰が特にベ

ネフィットを受けるか？

4.　リーダーシップ
（1） 　誰が変化の先導者になりうるか？　彼らの制度的、経済的、技術的立場は？　他の関

係者に対する影響力はどのようなもので、どの程度か？　彼らにとって変化を先導する
インセンティブは何か？

（2）　その先導者は、他の関係者と良好なコミュニケーションを行なっているか？
（3） 　他の関係者は、上記（1）の先導者のリーダーシップに関して、どのような考えや印象

を持っているか？

5.　知識・技術力
（1） 　当該関係者は当該案件実施上で必要な知識や技術力を有しているか？　有していない

としたら、それは補填可能か？　どのようにして補填するのか？　技術移転可能か？　
どのようにして技術移転するのか？

（2） 　当該関係機関に必要な知識・技術力を有している人材の配置ポストがあり、そのポス
トは埋まっているか？　空席になっている場合、補充の可能性はあるか？

6.　財務力
（1）　主な財源は何か？
（2）　過去 3年間の財務状態の変化はどのようなものか？　その変化の原因は何か？
（3） 　財務管理体制は整っているか？　財務管理能力は十分か？　十分でなければ、プロジェ

クトを通じて強化可能か？
（4） 　当該開発課題関連の予算規模はどのようなものか？　その予算の執行状況は？　予算

額の過去の変化と今後の予測は？

7.　ニーズ
（1）　当該関係者の当該開発課題に対するニーズは高いか？
（2） 　地域住民や特に社会的に弱い立場にある人々の声はくみ上げられているか？　くみ上

げる仕組みはあるか？

8.　外的要因
（1） 　当該案件に類似する分野で、他に支援を行なっているドナー等の機関はあるか？　そ

の支援の内容、目的、規模、進捗状況、政策・制度への影響は？
（2） 　当該案件実施上で、協力、連携していきたい組織やグループはあるか？　どのような

協力や連携が望まれるのか？　それは可能か？　そのためには何が必要か（インセンティ
ブ、予算、制度改正等）？



Ⅰ
部 

2
章

テーブル型ツールの例

マトリックス型ツールの例



　事例 5：マトリックス型ツールの例

◆フィリピン国 水質管理強化のためのキャパシティ・ディベロップメント・プロジェクト

フィリピン地方都市の固形廃棄物管理能力評価

フィリピン事務所調査報告書　　　

マトリックス型ツールの使用例。固形廃棄物管理能力に関して、縦軸に技術力、横軸に財務力
をとり、関係機関（市）をプロットしたもの。プロットしたものをクラスター分けし、それぞ
れのクラスターに対する対応を、「キャパシティ・ディベロップメントが不可欠」、「既存のスキー
ムで対応可能」などと整理しています。

（3）キャパシティ・アセスメントの限界と対策
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制　約 対　策

　事例 6：キャパシティ・アセスメントの重要性

◆エチオピア国　アレムガナ道路建設機械訓練センタープロジェクト 2002-2006
本プロジェクトでは、道路建設・保守工事を担う技術者・技能工の不足を補うために、アレ
ムガナ道路建設機械訓練センター（ATTC）をC/P機関として、ATTCの訓練能力強化を行っ
ていました。その活動の柱は次のとおりです：1．訓練ニーズを収集する、2．訓練コース運営
技術を確立する、3．カリキュラムを作成する、4．教材を準備する、5．指導員を訓練する。
しかしプロジェクト開始後、ATTCにはカリキュラムを作成した経験もなければ、その権限
もないことが判明しました。人材育成は人材育成省の管轄であり、ATTCの訓練カリキュラム
はエチオピア道路公社（ERA）が必要に応じて立案しており、ATTC自身は研修参加者の募集
もしたことがありませんでした。プロジェクト開始前に十分な組織分析を実施していれば、よ
り現実に合った活動が行えたことと思われます。

　事例 7：プロジェクト開始後のベースライン調査

◆ヨルダン国　家族計画・WIDプロジェクト 1997-2003
湾岸危機以来、ヨルダンの経済成長は低迷傾向にありました。人口急増を阻止することが経
済回復の要因になると考えたヨルダン政府は、家族計画および女性の社会参加に関する支援を
日本政府に要請し、本プロジェクトが開始されました。
実際に案件を始めてみると、対象地域の実態が十分に把握されていないことが分かりました。
特に、地域の人々の社会 ･文化的な背景やグループ間の力関係、どのような社会資源があるの
かといった情報はこのプロジェクトには不可欠でしたが、それらの情報が十分ではありません
でした。そこで、C/Pや地域のリーダーと協力してベースライン・データを集める調査を行な
いました。その過程で、C/Pのオーナーシップが高まり、住民との信頼感が醸成されるという
副次的効果も生まれました。この効果は、その後のプロジェクト活動や自立発展性の向上に効
果的に働く結果となりました。
事前にすべてを把握しきれない場合、このように案件実施中に相手方を巻き込んで調査を行
なうことにより、思わぬ効果を生むこともあります。
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